
 

譲渡会開催に要した会場使用料と印刷製本費などの一部を助成します。 

 

１．申請できる方 ※①②どちらかに該当する方で、譲渡会の主催者 

① 市川市に登録している地域猫活動団体の代表者及び構成員 

② 市川市に住民登録している１８歳以上の方で、市税を滞納していないこと 

 

２．対象 

地域猫活動団体が管理する地域猫や保護猫など、飼い主のいない猫を譲渡するため、下記期間内に 

開催した譲渡会 

※譲渡会のポスターやチラシなど、開催したことを確認できる書類の添付が必要です。 

期間：令和８年４月１日（水） ～ 令和９年３月３１日（水） 

 

３．助成金額 

会場使用料（水道光熱費を除く）や印刷製本費（チラシ、パンフレット等）などの合計 上限５，０００円 

 

４．申請について 

〔申請受付期間〕 令和８年４月１日（水） ～ 令和９年３月３１日（水） 

＊受付期間内に提出書類を自然環境課に持参または郵送してください。行徳支所総務課、大柏 

出張所への提出も可能ですが、自然環境課への到達日を受付日とします。ご了承ください。

＊予算の上限に達した時点で受付を終了します。予算の残額については、市公式 Web サイトで 

ご確認ください。毎月 15 日までに、前月末時点での残額を公表します。 

＊提出書類は到着順に審査し、申請者に文書にて助成金交付の可否を通知します。 

〔提出書類〕 ※別紙記入例参照 （市公式Ｗｅｂサイトにも掲載しています） 

① 市川市飼い主のいない猫譲渡会費用助成金交付申請書兼請求書（様式第３号の３） 

② 譲渡会を開催したことが確認できる書類（チラシ等） 

③ 領収書や経費として負担した額を証する書類の写し 

④ 申請書の「４ 同意欄」にチェックしない場合は、以下の書類の提出が必要です 

・住民票の写し ・市税に係る納税証明書 

 

※団体が開催する、飼い主のいない猫譲渡会で市の後援を受けたい場合は、早めにご相談ください。 

 

助成制度のページ 

市川市 自然環境課 動物愛護グループ 

〒272-8501 市川市南八幡 2 丁目 20 番 2 号 第 2 庁舎 ３階 

電話：047-712-6309（直通） 

市 Web サイト「市川市飼い主のいない猫の不妊等手術費等の助成制度についてのご案内」

https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/5148.html 

市川市飼い主のいない猫譲渡会費用助成金交付申請（制度４） 



上限 ５,000

譲渡会情報を記載
（開催が確認できるチラシ等の添付必要）

申請者情報

書き間違えたら…新しい紙に書き直してください！
本様式は請求書を兼ねるため訂正できません（訂正印も不可）

「申請者名」「領収書宛名」「口座名義人」は
同一の方の氏名をご記入ください。

※対象経費
・会場使用料（光熱水費除く）
・印刷製本費（チラシ等）
・のぼりなどの必要経費



※領収書を受け取ったら
宛名・日付・金額を確認してください

同意欄にチェックすると「住民票の写し」、
「市税に係わる納税証明書」の提出を省略できます。
※地域猫団体の方もチェックが必要です

※申請者名、領収書の
宛名と同一の方の口座
を記入すること

（家族不可）
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